
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            市内において事業活動を行う者や団体又は市内に居住する者のうち、障がい及び

障がいのある人に対する理解を広げ、不当な差別的取扱いを無くすため市民の模

範となる行為をし、その功績が特に顕著なものであって、次に掲げる基準のいずれ

かに該当するもの 

             

             

             

             

 

 

            

応募及び推薦は、以下の必要書類を記入のうえ、浜田市へご提出ください。 

個人：「申込（推薦）書（個人用）（様式第 1号）」 

団体：「申込（推薦）書（団体用）（様式第 2号）」 

※申込様式は、浜田市ホームページ（関係書類をダウンロードできます）を 

ご覧いただくか、下記までお問合わせください。 

 

           令和８年７月１日（水）～７月３１日（金） 

 

           令和８年１０月頃 予定 

 

           浜田市役所 高齢障がい福祉課 障がい福祉係 

         電話 ０８５５-２５-９３２２ 

表彰の対象 

・障がいのある人に対し、合理的配慮を実践する取組を行うこと 

・障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深める取組を行うこと 

・障がいのある人とない人の交流の機会を拡大及び充実するための取組を行うこと 

・障がいのある人の意思疎通を支援する取組を行うこと 

・障がいのある人の安全かつ快適な行動を支援する取組を行うこと 

・その他障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うこと 

応募の方法 

応募期間 

表彰時期 

提出先及び 

問い合わせ先 

 自薦・他薦 

 ＯＫ！ 

 障がいの有無にかかわらず誰もが平等に参加でき

る社会を作るため、合理的配慮の積極的な実施、その

普及に貢献され、障がいのある人に対する理解を  

広げ、市民の模範となる個人・団体を表彰します。 

皆様からのご応募をお待ちしております。 


